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当社グループ

区　　　分 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
（当年度）

売上高 (億円) 74,906 66,988 73,888 83,789

営業利益 (億円) 2,938 2,586 3,575 2,886

税引前利益 (億円) 2,911 2,608 3,604 3,164

親会社の所有者に帰属する
当期純利益

(億円) 2,257 1,651 2,553 2,655

基本的1株当たり親会社の所有
者に帰属する当期純利益

(円) 96.76 70.75 109.41 113.75

総資産 (億円) 62,185 68,471 80,236 80,595

親会社の所有者に帰属する持分 (億円) 19,983 25,940 31,650 36,184

1株当たり親会社の所有者に
帰属する持分

(円) 856.57 1,111.73 1,356.08 1,550.23

事業報告(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

当社グループ(企業集団)の現況に関する事項
財産および損益の状況の推移
① 当社グループ

(注) 億円単位の記載金額は、億円未満を四捨五入して表示しております。

・2019年度は、事業ポートフォリオ改革の影響や中国での投資需要低迷に加え、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により減収となりました。利益につきましては、固定費削減や合理化に加え、事業譲渡益などがあり
ましたが、減販損の影響が大きく、事業構造改革費用の計上もあり、営業利益、税引前利益、親会社の所有者
に帰属する当期純利益とも、減益となりました。

・2020年度は、住宅関連事業の非連結化影響に加え、新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、減収となり
ました。利益につきましては、経営体質強化や社会変化を捉えた事業の増益がありましたが、減販損に加え、
前年の事業譲渡益の反動もあり、営業利益、税引前利益、親会社の所有者に帰属する当期純利益とも、減益と
なりました。

・2021年度は、国内は産業・情報通信向け商品が好調に推移し、海外は車載電池が伸長、Blue Yonder 
Holding, Inc.（以下、「Blue Yonder」）の新規連結の影響もあり、増収となりました。利益につきまして
は、原材料価格高騰の影響などがあったものの、増販益や価格改定の取り組みに加え、Blue Yonderの既存持
分の再評価益の計上などにより、営業利益、税引前利益、親会社の所有者に帰属する当期純利益とも、増益と
なりました。

・2022年度(当年度)の状況につきましては、事業報告｢1．(1) 事業の経過および成果｣(招集ご通知(交付書面)25
頁)に記載のとおりであります。
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当社

区　　　分 2019年度
(第113期)

2020年度
(第114期)

2021年度
(第115期)

2022年度
(当期)

売上高および営業収益 (億円) 40,588 38,126 27,560 2,475

経常利益 (億円) 1,373 1,371 1,269 1,097

当期純利益 (億円) 1,555 788 866 666

1株当たり当期純利益 (円) 66.67 33.77 37.10 28.54

総資産 (億円) 44,327 44,822 53,275 39,586

純資産 (億円) 15,180 15,452 15,854 15,911

1株当たり純資産 (円) 650.16 661.79 678.94 681.37

② 当社

(注) 1. 億円単位の記載金額は、億円未満を四捨五入して表示しております。
        2. 2021年度(第115期)より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2018年3月30日公表、2020年3月31日改正)および「収益認識

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年3月30日公表、2021年3月26日改正）を適用しております。当該会計方
針の変更による累積的影響額は、2021年度(第115期)の期首の純資産の帳簿価額に反映されております。

        3. 2022年度(当期)より、当社は2022年４月１日付で持株会社制へ移行しております。これに伴い、移行日以降の事業から生じる収益については
「営業収益」として計上しております。

・2019年度(第113期)は、中国向け電子部品、エアコンをはじめとする家電製品などの売上の減少により、減収
となりました。利益につきましては、売上減による利益減などにより、経常利益は減益となりました。一方、
特別利益として、関係会社株式売却益などを計上したことにより、当期純利益は増益となりました。

・2020年度(第114期)は、新型コロナウイルス感染症の影響によるアビオニクス事業などの売上の減少により、
減収となりました。利益につきましては、売上減による利益減などにより、経常利益は減益となりました。ま
た、前年の特別利益には、関係会社株式売却益などの計上があったため、当期純利益も減益となりました。

・2021年度(第115期)は、「収益認識に関する会計基準」を適用した影響により減収となりました。利益につき
ましては、前年の新型コロナウイルス感染症の影響からの回復による利益増はありましたが、受取配当金の減
少により、経常利益は減収となりました。一方、前年の特別損失には、事業構造改善費用などの計上があった
ことにより、当期純利益は増益となりました。

・2022年度(当期)は、当社の各事業を吸収分割により承継会社へ承継し、持株会社制へ移行した影響により大
幅な減収となりました。利益につきましては、上記持株会社制への移行に伴い、経常利益、当期純利益とも、
減益となりました。
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従業員の状況

(2023年3月31日現在)

区分 従業員数
くらし事業 92,398名
オートモーティブ 29,649名
コネクト 27,690名
インダストリー 38,824名
エナジー 16,937名

報告セグメント 計 205,498名
その他 26,546名
全社(共通) 1,347名

合計 233,391名

従業員数 平均年齢 平均勤続年数
1,347名 43.6歳 18.3年

従業員の状況

(注) 1. 従業員数は、就業人員数であります。
2. 従業員数は、前年度末に比べ6,807名減少しております。
3. 上記のうち、当社の従業員数は次のとおりであります。

－ 5 －
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当社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 4,950,000,000株
(2) 発行済株式総数 2,454,056,597株
(3) 株主数 475,139名

株主名 持株数 持株比率
千株 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 388,894 16.66

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 212,378 9.09

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 65,900 2.82

日本生命保険相互会社 48,339 2.07

MOXLEY & CO LLC 45,795 1.96

住友生命保険相互会社 37,465 1.60

パナソニックグループ従業員持株会 36,054 1.54

JP MORGAN CHASE BANK 385781 31,749 1.36

松下不動産株式会社 29,121 1.24

GOVERNMENT OF NORWAY 28,703 1.22

株式の種類と数 交付対象者数

取締役(社外取締役を除く) 当社普通株式
135,500株 6名

当社の株式に関する事項（2023年3月31日現在）

(4) 大株主(上位10名)

(注) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は、自己株式数(119,943,749株)を控除し、小数点以下第3位を切り捨てて算出しております。
3. 上記株主の英文名は、㈱証券保管振替機構から通知された｢総株主通知｣に基づき記載しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況

(注) 当社の株式報酬制度に基づき交付されたものであり、その内容につきましては、事業報告｢２．(２)取締役および監査役の報酬等｣(招集ご通知(交付書面)46
頁から50頁)に記載しております。
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新株予約権等の状況

名称 新株予約権
の割当日

新株予約権
の数

目的となる
株式の種類と数

払込金額
(新株予約権1個

当たり)

行使価額
(株式1株
当たり)

権利行使期間

2014年度8月発行
新株予約権

2014年
8月22日 2,088個 普通株式

208,800株 105,400円 1円 2014年8月23日から
2044年8月22日まで

2015年度8月発行
新株予約権

2015年
8月20日 1,729個 普通株式

172,900株 112,400円 1円 2015年8月21日から
2045年8月20日まで

2016年度8月発行
新株予約権

2016年
8月23日 5,800個 普通株式

580,000株 71,300円 1円 2016年8月24日から
2046年8月23日まで

2017年度8月発行
新株予約権

2017年
8月23日 3,561個 普通株式

356,100株 112,800円 1円 2017年8月24日から
2047年8月23日まで

2018年度7月発行
新株予約権

2018年
7月18日 3,473個 普通株式

347,300株 106,400円 1円 2018年7月19日から
2048年7月18日まで

2020年度7月発行
新株予約権

2020年
7月13日 58個 普通株式

    5,800株 63,300円 1円 2020年7月14日から
2050年7月13日まで

名称 新株予約権の数 目的となる株式の種類と数
取締役(社外取締役を除く)

保有人数 個数

2014年度8月発行新株予約権 436個 普通株式  43,600株 5名    436個

2015年度8月発行新株予約権 380個 普通株式  38,000株 5名    380個

2016年度8月発行新株予約権 601個 普通株式  60,100株 2名    601個

2017年度8月発行新株予約権 534個 普通株式  53,400株 4名    534個

2018年度7月発行新株予約権 580個 普通株式  58,000株 4名 580個

新株予約権等の状況
(1)  当社が発行した新株予約権の内容の概要

(2) 当事業年度の末日において当社役員(取締役)が保有している職務執行の対価として交付
された新株予約権の状況

(注) 1．本新株予約権は、社外取締役および監査役に対しては割り当てておりません。
2．上記には取締役就任前に付与されたものも含んでおります。

－ 7 －
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取締役および監査役等の状況

当社の取締役および監査役等に関する事項
(1) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役全員との間で、会社
法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失が
ないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結し
ております。

(2) 補償契約に関する事項
　当社は、取締役である津賀一宏氏、楠見雄規氏、本間哲朗氏、佐藤基嗣氏、梅田博和氏、
松井しのぶ氏、野路國夫氏、 田道隆氏、冨山和彦氏、筒井義信氏、宮部義幸氏および
少德彩子氏の12名との間、および監査役である富永俊秀氏、藤井英治氏、江藤彰洋氏、
中村明彦氏および由布節子氏の5名との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契
約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内におい
て当社が補償することとしております。
　本契約においては、会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、補償
することが不適切な一定の場合を補償の例外としたうえで、会社役員から補償請求があった
場合には、それらの例外に該当しないか取締役会が判断し、補償を実行することとしており
ます。また、補償実行後に補償が不適切であったことが判明した場合には、当社が当該会社
役員に対し補償金の全部または一部の返還を要求することができるものとしております。

(3) 役員等賠償責任保険契約に関する事項
　当社は、当社および当社子会社(注)の取締役・監査役・執行役員の全員を被保険者として、
会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
おり、保険料については当社および当社子会社が全額負担しております。
　当該保険契約は、被保険者が業務に関して行った行為に起因して損害賠償請求がなされた
場合、被保険者が負担する損害賠償金や訴訟費用等を填補するものです。
　ただし、被保険者が法令違反を認識しながら行った行為などに起因する損害等は対象外と
することにより、職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
(注) パナソニック㈱、パナソニック オートモーティブシステムズ㈱、パナソニック エンターテインメント

＆コミュニケーション㈱、パナソニック ハウジングソリューションズ㈱、パナソニック コネクト
㈱、パナソニック インダストリー㈱、パナソニック エナジー㈱、パナソニック オペレーショナルエ
クセレンス㈱、パナソニック インフォメーションシステムズ㈱
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社外役員に関する事項

地位 氏名 出席回数 主な活動状況および社外取締役が果たすことが
期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
松  井  しのぶ 取締役会:12/12回(100％)

会計や経営に関して豊富なキャリアと風土改革や多様
性推進においての高い見識を有しており、取締役会に
おいて積極的な発言を行う等、適切に役割を果たして
おります。

野 路 國 夫 取締役会:12/12回(100％)

建設機械メーカーの経営者として豊富な経験と高い見識
を有しており、当該視点からの業務執行の監督・助言機
能を期待しておりましたが、取締役会において積極的な
発言を行う等、適切に役割を果たしております。

  田  道  隆 取締役会:12/12回(100％)

総合化学品メーカーの経営者として豊富な経験と高い見
識を有しており、当該視点からの業務執行の監督・助言
機能を期待しておりましたが、取締役会において積極的
な発言を行う等、適切に役割を果たしております。
また、指名・報酬諮問委員会の委員長を務めました。

冨 山 和 彦 取締役会:12/12回(100％)

経営コンサルタントとして豊富な経験と高い見識を有
しており、当該視点からの業務執行の監督・助言機能
を期待しておりましたが、取締役会において積極的な
発言を行う等、適切に役割を果たしております。
また、指名・報酬諮問委員会の委員を務めました。

筒 井 義 信 取締役会:12/12回(100％)

生命保険事業における経営者として豊富な経験と高い
見識を有しており、当該視点からの業務執行の監督・
助言機能を期待しておりましたが、取締役会において
積極的な発言を行う等、適切に役割を果たしております。
また、指名・報酬諮問委員会の委員を務めました。

社外監査役
江 藤 彰 洋 取締役会:10/10回(100％)

監査役会:10/10回(100％)

経営者としての豊富な経験と高い見識を基に、取締役
会および監査役会において積極的な発言を行う等、適
切に役割を果たしております。

中 村 明 彦 取締役会:10/10回(100％)
監査役会:10/10回(100％)

公認会計士としての豊富な経験と高い見識を基に、取
締役会および監査役会において積極的な発言を行う
等、適切に役割を果たしております。

由 布 節 子 取締役会:12/12回(100％)
監査役会:13/13回(100％)

弁護士としての豊富な経験と高い見識を基に、取締役
会および監査役会において積極的な発言を行う等、適
切に役割を果たしております。

(4) 社外役員に関する事項
当年度における主な活動状況

(注) 江藤監査役および中村監査役の出席回数については、2022年6月23日の就任後のものです。
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当社の会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人

区分 内容 金額
① 報酬等の額 484百万円

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 1,421百万円

当社の会計監査人の状況

(2) 当年度に係る会計監査人の報酬等の額

(注) 1. 当社と会計監査人との監査契約においては、会社法に基づく監査報酬額と金融商品取引法等に基づく監査報酬額とを区分しておらず、かつ、実質
的にも区分できないため、①の金額をこれらの合計額で記載しております。

2. 当社および一部の子会社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、税務に関するアドバイザリー業務等の対価
を支払っています。

3. 一部の子会社等は、有限責任 あずさ監査法人以外の監査法人等が計算関係書類等の監査を行っております。

(3) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
　当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積
りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399
条第1項の同意を行っています。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場
合には、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。
　上記の場合のほか、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認めら
れる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内
容を決定いたします。
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当社のコーポレートガバナンス

当社の体制および方針
(1) 当社のコーポレート・ガバナンス
①基本的な考え方
　当社は、｢企業は社会の公器｣という基本理念に基づき、株主や顧客をはじめとするさまざ
まなステークホルダーとの対話を通じて説明責任を果たし、透明性の高い事業活動を心掛
け、公正かつ正直な行動を迅速に行っていくことで、企業価値を高めていくことが重要であ
ると考えています。
　そのため、コーポレート・ガバナンスを重要な経営基盤であると認識し、グループ全体に
関わる戦略や重要事項の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する取締役会と、取
締役の職務の執行を監査する監査役・監査役会からなる監査役制度を基礎として、当社グル
ープ全体について、実効性のある体制の構築・強化に努めてまいります。
②コーポレート・ガバナンス体制
【コーポレート・ガバナンス体制図】（2023年3月31日現在）

株主総会

監査

監査役・監査役会
取締役会 指名・報酬諮問委員会

会計監査人

事業会社 その他グループ会社

グループ経営会議 / PHD戦略会議（注）１

監査 監督・意思決定

権限委譲しつつ統制

グループCxO（注）２ 報告・答申

連携

連携

答申

統括

グループCEO

内部監査部門

監査役

（注）１．グループ経営会議/PHD戦略会議：グループの中長期戦略や当社または事業会社が実施する重要案件、重要リスクに関して議論・方向づけ・報告
２．グループCxO：経理・財務、人事、法務などの機能軸によるガバナンスとグループ戦略・事業支援
３．PHD：パナソニック ホールディングス　　　ERM：エンタープライズリスクマネジメント

内部監査コミッティ

選任・解任
報酬総額の上限決定

選任・解任
報酬総額の上限決定選任・解任

報告

報告

報告

監督

内部監査

内部監査

報告・答申

監督 統括

報告・答申

サステナビリティ経営委員会
PHD ERM（注）３ 委員会 など

業務執行

監督・意思決定

監
査

－ 11 －



2023/05/17 15:18:24 / 22950019_パナソニック ホールディングス株式会社_招集通知

当社のコーポレートガバナンス

１）取締役会
　当社取締役会は、事業会社に権限を委譲することで、事業会社を主体としたスピーディ
ーな意思決定を実現するとともに、グループにとって重要な意思決定と健全で適切なモニ
タリングを行うべく、グループ中長期戦略およびグループ重要案件の決定と、グループガ
バナンス・リスク管理を通じたグループの監督に集中することとしております。
　取締役の任期は１年であり、毎年の株主総会で取締役全員が改選されるものとし、株主
の皆様の判断を経営に適切に反映できる体制としております。取締役会は12名(うち2名
は女性)で構成し、当社取締役会が備えるべきスキルを考慮のうえ、取締役会全体として
の知識・経験・能力の多様性を確保しています。また、社外での豊富なキャリアと高い見
識から、業務執行に関する意思決定や取締役の職務執行の監督として有益な意見が期待で
きる社外取締役を取締役会メンバーの３分の１以上とする方針とし、2023年３月31日現
在、５名の社外取締役を選任しております。
　なお、議長は業務を執行しない取締役会長が担当しております。

２）監査役・監査役会
　監査役は、グループの｢健全で持続可能な成長｣と｢中長期的な企業価値の向上｣への貢献を目
的に、｢良質な企業統治体制の確立｣を目指し、健全な経営と社会的信頼を保証するために、株
主の負託を受けた独立機関として、コーポレート・ガバナンスの一翼を担っています。2023
年３月31日現在、監査役会は５名(うち1名は女性)で構成しており、このうち２名は会社業
務に精通し、実際に事業場に赴き、調査権限を行使することで業務の実情を把握すること
ができる、役付取締役経験者またはそれに準ずる者により選任された常任監査役(常勤)で
あり、さらにそのうちの１名は財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。ま
た、高い専門性、豊富なキャリアと高い見識から取締役の職務執行に対する有益な監査を
期待できる、経営者・弁護士・公認会計士である社外監査役を３名選任しております。
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当社のコーポレートガバナンス

３）指名・報酬諮問委員会
　当社は、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役会からの諮問を受けて、
取締役・監査役・執行役員・事業会社社長・事業会社社外取締役の候補者指名に関する社
内検討の結果ならびに取締役・執行役員・事業会社社長・事業会社社外取締役の報酬制度
および個人別の報酬の額および内容の妥当性に関する審議を行っております。また、委員
会はグループCEO・執行役員・事業会社社長のサクセッションプランの審議、後継者候補
のモニタリングを行うとともに、委員はグループCEOの交代時期を提案することができま
す。
　2022年度、本委員会は４回開催され(出席率は全員100％)、グループCEOの交代時期
およびグループCEO・執行役員および事業会社社長の後継者候補に関する審議、取締役等
の候補者に関する社内検討の結果、取締役・執行役員・事業会社社長報酬制度等について
審議を行い、取締役会に答申しました。
　なお、2023年3月31日現在、本委員会の委員は、社外取締役 田道隆(委員長)、社外
取締役冨山和彦、社外取締役筒井義信、取締役会長津賀一宏、代表取締役社長執行役員楠
見雄規の5名です。社外取締役が委員長を担うとともに、委員の過半数を社外取締役で構
成することで、客観性・透明性を強化してまいりました。

③取締役会実効性評価の実施と活用
　当社は、毎事業年度に、取締役会出席メンバーを対象とした取締役会実効性評価を実施
しています。実効性評価の結果については取締役会報告議案として共有し、取締役会出席
メンバーから提起された課題および改善策等について取締役会で議論を行っています。そ
の議論の結果を踏まえ、今後の取締役会の体制、運営改善等の施策を検討・実施すること
で、継続的にPDCAサイクルを積み重ね、取締役会の実効性向上およびガバナンスの強化
に繋げています。
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当社のコーポレートガバナンス

１）前年度の実効性評価を踏まえた2022年度の重点的な取り組み
　2022年度においては、以下の取り組みを重点的に行いました。

・取締役会での議論をより深化させるため、重要議案については取締役会で議論すべ
き論点・課題・課題解決の方向性を明示すること

・議案書の事前共有を条件に、議案の内容によっては説明を簡略化し議論により時間
を費やすこと

・オンラインツール等を活用して取締役会メンバーからの議案に関する事前質問およ
びそれに対する回答を共有する仕組みを構築すること

・社外取締役と事業会社社長との間のコミュニケーションの機会を増やすこと

２）2022年度の取締役会実効性評価
　2022年度は、以下のスケジュールで取締役会実効性評価を実施いたしました。なお、
アンケートの設問設計および結果分析にあたっては、客観性の担保のため外部機関の助言
を受けております。

・アンケート実施期間：2022年11月末～2022年12月中旬
・アンケートの形式：全27問(うち25問が４段階評価、２問が選択肢からの複数項目

選択。各設問に自由記述欄を設定)
・アンケートの主な項目：

- 取締役会の構成と運営
- グループ戦略と事業会社戦略
- 企業倫理とリスク管理
- 経営陣の評価(指名・報酬)
- 株主等との対話

・取締役会での評価結果報告・議論：2023年１月度・３月度取締役会(２回)
　議論を通じて、取締役会が実効性向上に向けた課題、次年度の取締役会の重点監
督テーマ、運営面の改善項目等を特定
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当社のコーポレートガバナンス

３）取締役会実効性評価結果と課題改善策
　アンケートの結果、昨年に引き続き当社取締役会の実効性評価については概ね確保され
ていることを確認いたしました。また、外部機関からは、｢設問および回答方法の設計段
階、役員の皆様からの多くの建設的な改善コメントを含む回答段階、集計結果の検討段階
までの全過程において、一貫して、当社全体として取締役会の実効性向上に向けて課題意
識を持ち真摯に取り組んでおられる｣とのコメントをいただき、当社の設問設計や評価プ
ロセス、集計された回答・コメントは、取締役会の実効性を確認するに十分であると評価
されました。
　また、抽出された課題については、取締役会にて議論を行い、以下の改善策が提言され
ました。

・グループ中長期戦略の議論・事業ポートフォリオ議論の時間を十分に確保し、充実
させる

・事業会社の中長期戦略や重要案件の報告議案については、当社の持株会社としての
取締役会、当社執行側および事業会社取締役会との役割分担を明確化したうえで、
当社取締役会で監督・モニタリングすべき議案に絞込む

・人的資本投資、DX等をはじめとする機能軸の報告は、無形資産の活用という観点
で、グループ経営課題の解決やグループ中長期戦略に直結し、企業価値向上に貢献
する戦略議論としてさらに充実させる

・取締役会と指名・報酬諮問委員会の役割分担の明確化と委員会の活動内容・方針の
共有の充実により、取締役会と委員会が一体となった指名・報酬の監督の強化と透
明性の確保を実現する

　2023年度は、取締役会で議論し結論づけられた上記の改善策を踏まえ、継続的に取締
役会の実効性向上に努めてまいります。
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当社のコーポレートガバナンス

※社外役員の独立性判断基準については、招集ご通知(交付書面)20頁に記載の｢社外取締役・社外監査役の独立性判断
基準の概要｣を、取締役・監査役の報酬決定にあたっての方針については、招集ご通知(交付書面)46頁から48頁に記
載の事業報告｢2．(2) ①報酬等の決定に関する方針等｣を、それぞれご参照ください。

④監査役会実効性評価
　当社の監査役会においても、毎事業年度末に監査役会の実効性評価を実施しています。
監査役会メンバーから提起される課題および改善策について議論し対応策を決定、次年度
の監査計画に反映させ、監査活動の持続的な実効性向上に努めています。
　2022年度の活動は、取締役会に出席し、取締役の職務執行に対する監督状況をモニタ
リングするとともに、必要があると認めたときに意見を述べたほか、グループ重要案件の
決定プロセスや重要会議における審議状況の確認、社長執行役員・事業会社社長・機能軸
トップの執行状況の監査、四半期に一度を目途に実施する、内部監査機能の統括機関であ
る｢内部監査コミッティ｣へのオブザーバー出席、内部監査部門から監査役会への監査結果
等の報告、監査役・内部監査部門・会計監査人が一堂に会して、期首段階でのリスク評価
や往査計画をはじめ、監査の内容・発見事項・リスク評価の変化等を情報交換することに
より、新体制におけるガバナンスの強化に向けた監査の実効性向上に取り組みました。実
効性評価においては、コーポレート・ガバナンスコードを踏まえた対応等の観点から合計
40の評価項目による定量的な実効性評価に加え、各監査役から具体的に提起される課題
を掌握し、改善項目の明確化を図りました。
　監査役会は、実効性評価結果を審議し｢有効に機能している｣との結論に至りました。
2022年度の討議の中で認識された課題等についても対応策を決定し、引き続き、監査役
会の実効性向上に取り組んでまいります。
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(2) 業務の適正を確保するための体制
　当社は、取締役会において、以下のとおりグループ内部統制システムの基本方針を制定し
ています。
①当社グループにおける業務の適正および子会社からの報告を確保するための体制

　当社は、経営理念に基づき、当社グループすべてに適用する基本的な方針および規程を
定め、事業会社(事業会社が主管する子会社を含む。以下、同じ)およびその他の子会社に
対する適切な権限移譲と当社への報告についての体制を整備することにより、その自主責
任経営を徹底する。これらの方針および規程を基礎として、事業会社およびその他の子会
社が自らの規程、その他の体制を整備することにより、当社グループにおける業務の適正
を確保する。

②当社グループの取締役・使用人の職務執行の適法性を確保するための体制
　当社、事業会社およびその他の子会社は、当社グループ全体のコンプライアンス意識の
徹底を図るとともに、適切なモニタリング体制を含む効果的なガバナンス体制を整備する
ことにより、当社グループの取締役と使用人の職務執行の適法性を確保する。

③取締役の職務執行に関する情報の保存および管理に関する体制
　取締役の職務執行に関する情報は、法令および社内規程に従い、適切に保存と管理を行
う。

④当社グループの取締役の職務執行の効率性を確保するための体制
　当社は、グループ全社視点での経営戦略を策定し、事業会社およびその他の子会社の自
主責任経営を徹底することにより、当社グループの取締役の職務執行の効率性を確保す
る。

⑤当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、当社グループ全体のリスクマネジメントに関する規程を制定する。当社、事業
会社およびその他の子会社は事業経営に影響を与えるリスクを特定、評価するとともに、
重要リスクの選定を行う。選定された重要リスクはその対策を講じ、進捗をモニタリング
することにより、継続的改善を図る。

⑥監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項
　監査役監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に遂行するため、取締役から独立した
組織を設ける。
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⑦監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
　監査役スタッフは社内規程に従うが、監査役スタッフへの指揮命令権は各監査役に属す
るものとし、人事事項については監査役と事前協議を行うものとする。

⑧当社グループの取締役、監査役および使用人等が当社監査役に報告をするための体制
　当社の取締役および使用人等が当社の監査役に対して適切に報告する機会と体制を確保
するとともに、事業会社およびその他の子会社の取締役、監査役および使用人またはこれ
らの者から報告を受けた者が当社監査役に対して適切に報告する機会と体制を確保する。

⑨監査役への報告をした者が報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため
の体制
　前項に規定する機会と体制の確保にあたり、これらの報告を行った者が報告を理由とし
て不利な取扱いを受けないようにする。

⑩監査役の職務執行について生ずる費用または債務の処理に関する方針
　監査の実効性を確保するため、監査役の職務執行について生ずる費用の予算を毎年計上
し、計上外で拠出する費用についても、法令に則って会社が前払いまたは償還する。

⑪その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役が毎年策定する｢監査計画｣に従い、事業会社およびその他の子会社の監査役、会
計監査人、内部監査部門との相互連携等を含む実効性ある監査を実施できる体制を整え
る。

【当社における基本方針の運用状況】
①当社グループにおける業務の適正および子会社からの報告を確保するための体制
・｢パナソニックグループ コンプライアンス行動基準｣｢グループコンプライアンス基本規

程｣および｢重要事項決裁規程｣の運用、グループ横断的な規程の制定、グループ会社への
取締役および監査役の派遣・株主権の行使、グループ会社が順守すべきガバナンス規程の
策定、内部監査部門による定期的な｢業務監査｣｢内部統制監査｣｢コンプライアンス監査｣の
実施、経営方針発表による目標の共有化および通達等により、当社の内部統制システムの
基本方針をグループ会社に徹底するとともに、グループ会社との間で適切な情報伝達等を
行っています。

・上記各体制のもとで当社グループの業務の適正を確保することにより、金融商品取引法に
基づく財務報告に係る内部統制についても適切な対応を行っています。
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②当社グループの取締役・使用人の職務執行の適法性を確保するための体制
１）取締役の職務執行の適法性を確保するための体制
・｢パナソニックグループ コンプライアンス行動基準｣や｢取締役規則｣｢執行役員規則｣等の

社内規程を制定し、取締役が法令および定款に則って行動するように徹底しています。ま
た、取締役就任時には、その役割・責務を果たすうえで必要な知識を習得する機会を提供
し、就任期間中も、適宜社外の有識者による経営やコンプライアンスに関する講演等、取
締役が必要な知識を習得する機会を提供しています。

・取締役会における社外取締役の構成比を３分の１以上とし、かつ、取締役会等を通じて社
外取締役から発言が積極的に行われる機会を設けることで、監督機能を強化しています。
また、社外取締役を委員の過半数とし、かつ委員長とする任意の指名・報酬諮問委員会を
設置し、取締役の指名・報酬の決定に関するプロセスの客観性と透明性を確保していま
す。

・取締役会の実効性を一層高めていくため、毎年１回、取締役会出席メンバーを対象とした
アンケートを実施し、その結果・評価を取締役会で報告し、出された意見に対して順次、
対応・改善を実施しています。

・監査役および監査役会による監査等が実施されるとともに、事業会社および事業会社の社
内分社の監査役・監査役員計18名は当社監査役室所属とし、事業会社を含む当社グルー
プ会社の監査役と連携して職務を遂行しています。

・反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断することを｢反社会的勢力との関係遮断活動
規程｣に定め、その内容の順守に係る誓約書を取得しています。さらに｢取締役規則｣｢執行
役員規則｣において反社会的勢力との関係遮断を再確認しています。

２）使用人の職務執行の適法性を確保するための体制
・｢グループコンプライアンス基本規程｣において、パナソニックグループにおけるコンプラ

イアンスに関する基本的事項や役割および責任を明確にしています。
・｢パナソニックグループ コンプライアンス行動基準｣等の社内規程の制定や当社およびグ

ループ会社を対象としたコンプライアンスの取り組み、階層別研修・eラーニングをはじ
めとする各種の啓発活動を行っています。
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・｢業務監査｣｢内部統制監査｣｢コンプライアンス監査｣等の実施、グローバルな言語対応が可
能なホットラインの運用等を通じて不正行為の早期発見に努めています。また、｢パナソ
ニックグループ コンプライアンス行動基準｣および｢通報者等への報復行為禁止に関する
規程｣では、ホットライン等において法令違反またはそのおそれがあることを報告した者
が、報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを定めています。

・コンプライアンスの推進および監査・事業法務・リスクマネジメント・ガバナンス運営の
機能を有する組織を設置し、コンプライアンスを重視した公正な事業慣行の推進強化と環
境変化への対応を図っています。

・反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断することを｢反社会的勢力との関係遮断活動
規程｣に定め、その内容の順守に係る誓約書を取得しています。さらに就業規則において
反社会的勢力との関係遮断を再確認しています。また、｢企業行動委員会｣や不当要求防止
責任者の設置により、組織的に反社会的勢力に対応する体制を構築しています。

③取締役の職務執行に関する情報の保存および管理に関する体制
・取締役会議事録は、取締役会開催ごとに作成され、取締役会事務局により永久保存されて

います。また、社長決裁についても、担当部署により永久保存されています。
④当社グループの取締役の職務執行の効率性を確保するための体制
・｢重要事項決裁規程｣の運用、取締役と執行役員の位置付けの明確化、各事業会社への権限

移譲の徹底、｢グループ経営会議｣｢PHD戦略会議｣の開催、経営上重要な情報の正確かつ
迅速な収集・伝達のためのITシステムの整備等により、意思決定の迅速化を図っていま
す。

・事業戦略等を基に策定した経営目標について、月次決算にて状況を確認・検証のうえ、そ
の対策を立案・実行しています。
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⑤当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスクを的確に把握し、対策を実施することを経営における重要課題と位置づけ、｢パナ

ソニックグループリスクマネジメント基本規程｣に基づき｢PHDエンタープライズリスク
マネジメント委員会(PHD ERM委員会)｣を中心としたリスクマネジメント活動を実施して
います。年１回、事業活動に影響を与える可能性のあるリスクを網羅的に洗い出し、共通
の評価軸で評価を行い、対策すべきリスクの優先順位を決定するというサイクルでリスク
アセスメントを実施しています。これに基づき重要と判断したリスクは、PHD ERM委員
会にてグループ重要リスクに選定され、当該リスクを担当する部門が中心となって、対策
を立案、実行し、対策状況をモニタリングし、継続的に改善する活動を実施しています。
また、PHD ERM委員会では、経営・事業戦略の立案・意思決定に際して事業目的の達成
上の機会または脅威となりうる不確実な事象を｢戦略リスク｣として捉え、リスクの度合い
に応じて適切なリスクテイクを推進し、把握したリスクの大きさに応じて、講じている対
応策を適時に見直すリスクマネジメント活動にも取り組んでいます。

⑥監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項

・専任の監査役スタッフが所属する監査役室を監査役会の直轄下に設置し、執行部門の組織
から分離させています。監査役スタッフには監査役の要求する適切な能力、知見を有する
人材を配置しています。

⑦監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
・各監査役が、監査役スタッフへの指揮命令を行い、監査役スタッフは、それに従って監査

役の職務の補助を行っています。
・監査役スタッフの異動、処遇等の人事事項は、監査役と事前協議のうえ実施しています。
⑧当社グループの取締役、監査役および使用人等が当社監査役に報告をするための体制
・当社およびグループ会社の取締役および使用人等が、各社の監査役主催の定例報告会等に

おいて業務の運営や課題等について報告するとともに、監査役に対して重要会議へ出席す
ることを要請して適宜報告しています。また、グループ会社の監査役は、各グループ会社
における報告内容に関し、当社監査役に対して適宜報告しています。なお、事業会社にお
ける業務の運営や課題等については、事業会社監査役が、事業会社において聴取し、当社
の監査役に対して適宜報告しています。
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・｢監査役通報システム｣によって、グループにおける取締役・執行役員による不正や職務遂
行の違法性についての懸念事項について、当社およびグループ会社の使用人等が直接、当
社の監査役会に通報する体制を構築しています。

⑨監査役への報告をした者が報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため
の体制

・｢監査役通報システム｣においても、匿名での通報を認めるとともに、通報者が通報を理由
として不利益な取扱いを受けないことを、｢パナソニックグループ コンプライアンス行動
基準｣および｢通報者等への報復行為禁止に関する規程｣によって確保しています。

⑩監査役の職務執行について生ずる費用または債務の処理に関する方針
・｢監査役監査基準｣に従い、監査の実効性を確保するために、監査役の職務の執行上必要と

見込まれる費用についてあらかじめ予算を計上しています。
・緊急または臨時に拠出した費用についても、法令に則って会社が前払いまたは償還してい

ます。
・監査役は監査費用の支出にあたってその効率性および適正性に留意しています。
⑪その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・事業会社の監査役・監査役員と、毎月の報告・連絡会を実施しています。
・当社監査役と事業会社を含むグループ会社の監査役との連携を図るために、当社常任監査

役が議長を務める｢パナソニックグループ監査役全体会議｣を設置し運用しています。
・代表取締役と監査役は定期的におよび必要に応じて、意見交換を行っています。また、各

部門は監査役による国内外の事業場往査に協力し、内部監査部門も監査役に適宜報告する
など、監査役と連携することにより、監査役監査の実効性向上に協力しています。

・会計監査人による監査計画策定、四半期レビュー、期末監査の際に、監査役と会計監査人
は定期的に会合を持ち、説明・報告等を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行って
います。
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(3) 株式会社の支配に関する基本方針
①当社の企業価値向上に向けた取り組み
　当社は創業以来、｢事業を通じて、世界中の人々のくらしの向上と社会の発展に貢献す
る｣ことを経営基本方針の中心に据えて事業を進めてまいりました。今後も、｢物と心が共
に豊かな理想の社会｣の実現に向け、社会課題に正面から向き合って、現在と未来に対す
る不安の払拭に挑戦し、新しい価値を創造することを目指してまいります。地球環境問題
をはじめ、さまざまな社会課題に正面から向き合い、社会の発展や課題解決に大きな貢献
を果たすとともに事業競争力を強化し、株主の皆様や投資家、お客様、取引先、従業員を
はじめとするすべての関係者の皆様にご満足いただけるような価値提供を通じて、持続的
な企業価値の向上に努めてまいります。

②大規模買付行為に対する取り組み
　当社は、当社株式の大規模な買付行為がなされた場合にこれを受け入れるかどうかは、
最終的には、株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。ただし、大規模
買付行為のなかには、株主の皆様が適切な判断を行うために必要な情報が十分に提供され
ない場合や、その目的などからみて、企業価値・株主共同の利益を著しく侵害するおそれ
がある場合もあり得ます。
　当社は、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切な
判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を表明・
開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法、
およびその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。ま
た、取締役会の意見等の表明・開示にあたっては、その内容の客観性を確保するため、社
外取締役、社外監査役で構成される独立委員会を設置し、取締役会として意見を諮問する
とともに、本委員会の答申を最大限尊重してまいります。
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(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、創業以来一貫して、株主の皆様に対する利益還元を最も重要な政策のひとつと考
えて経営にあたってまいりました。この基本的な考えのもと、配当については、株主の皆様
からの投下資本に対するリターンとの見地から連結業績に応じた利益配分を基本とし、連結
配当性向30%を目安に、安定的かつ継続的な配当に努めてまいります。また、自己株式取
得については、戦略投資や財務状況を総合的に勘案しつつ、１株当たりの株主価値と資本収
益性の向上を目的として機動的に実施することを基本としております。
　当年度は、この基本方針および財務体質の状況などを総合的に勘案し、2022年11月30
日に実施した中間配当15円と期末配当15円を合わせ、1株当たりの年間配当を30円とさせ
ていただきます。
　なお、当年度の自己株式取得については、単元未満株式の買取など軽微なものを除き実施
しておりません。
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連結持分変動計算書（2022年4月1日から2023年3月31日まで） (単位：百万円)

資本金 資本
剰余金

利益
剰余金

その他の
資本の
構成要素

自己
株式

親会社の
所有者に
帰属する
持分

非支配
持分

資本
合計

期首残高 259,168 525,554 2,387,283 202,227 △209,270 3,164,962 182,209 3,347,171

超インフレによる
影響額 － － △3,260 15,883 － 12,623 － 12,623

期首残高（調整後） 259,168 525,554 2,384,023 218,110 △209,270 3,177,585 182,209 3,359,794

包括利益
当期純利益 － － 265,502 － － 265,502 15,054 280,556

確定給付制度の
再測定 － － － 7,503 － 7,503 △35 7,468

その他の包括利益を
通じて公正価値で
測定する金融資産

－ － － 8,560 － 8,560 △482 8,078

在外営業活動体の
換算差額 － － － 244,869 － 244,869 3,188 248,057

キャッシュ・
フロー・ヘッジの
公正価値の純変動

－ － － △7,650 － △7,650 168 △7,482

当期包括利益合計 － － 265,502 253,282 － 518,784 17,893 536,677

ヘッジ対象の
非金融資産への振替 － － － 1,666 － 1,666 － 1,666

その他の資本の
構成要素から
利益剰余金への振替

－ － 9,294 △9,294 － － － －

配当金 － － △70,019 － － △70,019 △23,546 △93,565

自己株式増減
－純額 － △0 － － △50 △50 － △50

株式に基づく
報酬取引 106 △21 － － 124 209 － 209

非支配持分との
取引等 － △9,773 － － － △9,773 △5,000 △14,773

期末残高 259,274 515,760 2,588,800 463,764 △209,196 3,618,402 171,556 3,789,958

計算書類等
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連結注記表

（1）連結子会社の数 523社
（2）持分法適用会社の数 67社

連結注記表
【連結計算書類の作成のための基本となる事項に関する注記】
1．連結計算書類の作成基準

　当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第1項の規定により、国際会計基準（以下、「IFRS」）に準拠し
て作成しています。ただし、同項後段の規定に準拠して、IFRSにより要請される記載及び注記の一部を省略してい
ます。

2．連結の範囲及び持分法の適用に関する事項

　当社は、2022年４月１日付で、吸収分割により当社の事業を連結子会社である分割承継会社９社へ承継すると
ともに、同日付で、パナソニック ホールディングス㈱へと商号変更し、持株会社となりました。

3．重要な会計方針

（1）金融資産の評価基準及び評価方法

① デリバティブ以外の金融資産

(ⅰ) 当初認識及び測定
　金融資産は、約定日又は取引の実施日に当初認識し、当初認識時点で、償却原価で測定する金融資産と
公正価値で測定する金融資産に分類しています。公正価値で測定する資本性金融商品は、原則としてその
他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しています。
　これらの金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、約定日又は取引の実施日
に、原則として公正価値に当該金融資産に直接帰属する取引費用を加算した金額で測定しています。

(ⅱ) 事後測定
　償却原価で測定する金融資産については、実効金利法による償却原価で測定し、利息は金融収益として
純損益に認識しています。公正価値で測定する金融資産については、純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産を除き、原則として公正価値の変動をその他の包括利益に認識し、累積利得又は損失は当該資産
の認識を中止した場合に利益剰余金に振り替えています。ただし、受取配当金は金融収益として純損益に
認識しています。
　償却原価で測定する金融資産については、原則として、連結会計年度末における信用リスクの当初認識
時点からの著しい増加の有無に応じて、12ヵ月の予想信用損失と同額、もしくは、全期間の予想信用損
失と同額で貸倒引当金を認識します。ただし、営業債権及び契約資産等については、常に全期間の予想信
用損失と同額で貸倒引当金を認識しています。
　予想信用損失の金額は、見積将来キャッシュ・フローを当該金融資産の当初の実効金利で割り引いた現
在価値の額と、帳簿価額との間の差額として算定しています。
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　貸倒引当金の繰入額は、純損益に認識しています。貸倒引当金を減額する事象が発生した場合は、その
戻入額を純損益に認識しています。

② デリバティブ
　デリバティブは、契約が締結された時点の公正価値で当初認識し、その後も公正価値で測定していま
す。公正価値の変動は、純損益に認識しています。ただし、キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分はそ
の他の包括利益として認識しています。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
　棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額により測定しています。取得原価は、主として
平均法により算定し、正味実現可能価額は、見積予想販売価額から完成までに要する見積原価及び見積販売費用
を控除して算定しています。

（3）有形固定資産の評価基準及び減価償却の方法
　有形固定資産は、当初認識時に取得原価で測定し、それぞれの見積耐用年数にわたり定額法により減価償却し
ています。償却方法、見積耐用年数及び残存価額は、連結会計年度末において見直しを行い、必要に応じて改定
しています。

（4）のれん及び無形資産の評価基準及び償却の方法
　のれんは、移転された対価、被取得企業の非支配持分の金額及び取得企業が以前に保有していた被取得企業の
資本持分の公正価値の合計金額が、識別可能な資産及び引き受けた負債の取得日における正味の金額を超過した
額として測定しています。
　無形資産は、当初認識時に、個別に取得した場合には取得原価で測定し、企業結合の一部として取得した場合
には公正価値で測定しています。耐用年数を確定できる無形資産は、見積耐用年数にわたり定額法により償却し
ています。耐用年数を確定できない無形資産については、償却せず、取得価額から減損損失累計額を控除して測
定しています。償却方法、見積耐用年数は、連結会計年度末において見直しを行い、必要に応じて改定していま
す。

（5）非金融資産の減損
　棚卸資産及び繰延税金資産等を除く非金融資産については、資産又は資金生成単位の減損の兆候の有無を判断
し、兆候がある場合には、当該資産又は資金生成単位の回収可能価額を見積り、帳簿価額と回収可能価額を比較
することにより、減損テストを実施しています。なお、回収可能価額は、ディスカウント・キャッシュ・フロー
法に基づく使用価値、及び、ディスカウント・キャッシュ・フロー法及び類似上場会社比較法等に基づく処分費
用控除後の公正価値のいずれか高い金額で算定されます。ディスカウント・キャッシュ・フロー法は、取締役会
が承認した直近の事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローの見積額を現在価値に割り引いて算定していま
す。将来見通しの予測期間は事業計画の期間を基礎に、過去の経験を反映させ、外部情報とも整合性を取ったう
えで策定しています。また、割引率は、資金生成単位ごとに設定した加重平均資本コストを基礎に算定し、成長
率は、資金生成単位が属する市場もしくは国の長期平均成長率を勘案して決定しています。
　のれん及び耐用年数を確定できない無形資産については、減損の兆候の有無にかかわらず、少なくとも年1回、
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減損の兆候がある場合には、その都度、減損テストを行っています。
　資産又は資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合にはその帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
差額を減損損失として純損益に認識しています。

（6）引当金の計上基準
　当社及び連結子会社が過去の事象の結果として現在の法的又は推定的債務を有しており、当該債務を決済する
ために経済的便益を有する資源の流出が生じる可能性が高く、その債務の金額について信頼性をもって見積るこ
とが可能である場合に、引当金を認識しています。貨幣の時間的価値の影響が重要である場合には、債務の決済
に必要と見込まれる支出を現在価値に割り引いて測定しています。

（7）従業員給付
　当社及び連結子会社は、確定給付制度及び確定拠出制度を採用しています。
　確定給付制度債務の現在価値及び勤務費用は予測単位積増方式を用いた数理計算に基づき算定しています。ま
た、制度資産の公正価値と保険数理計算により算定された確定給付制度債務の差額である給付制度の積立状況を
連結財政状態計算書上、資産又は負債として計上しています。確定給付制度債務の現在価値及び制度資産の公正
価値の再測定に伴う調整額は、発生時にその他の包括利益として認識し、利益剰余金に振り替えています。な
お、確定給付制度債務の現在価値は将来の見積給付額を割り引いて算定され、割引率は給付支払の見積時期及び
金額を反映した期末時点の優良社債の市場利回りを参照して決定しています。
　勤務費用及び確定給付負債又は資産の純額に係る利息純額は純損益に認識しています。過去勤務費用は、即時
に純損益に認識しています。
　確定拠出年金制度への拠出は、従業員が労働を提供した期間に費用として認識しています。

（8）収益
　下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。
ステップ１：顧客との契約の識別
ステップ２：履行義務の識別
ステップ３：取引価格の算定
ステップ４：取引価格の履行義務への配分
ステップ５：履行義務の充足による収益の認識
　当社は、主に家庭用製品、産業用製品、製造機器及び消耗品等の製品販売を行っています。これらの取引につ
いては、原則として、製品の引渡時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得し、当社が履行義務を充足
することから、当該製品の引渡時点において収益を認識しています。この他に、当社は、工事請負や役務の提供
を行っています。これらの取引については、原則として、一定の期間にわたり、顧客に財又はサービスの支配の
移転が行われ、当社が履行義務を充足することから、その進捗度に応じて収益を認識しています。
　当社は、製品、機器、据付及びメンテナンス等の組み合わせによる多様な取引を行っています。このような取
引については、一定の要件を満たす場合、別個の財又はサービスを移転する約束のそれぞれを別個の履行義務と
して識別し、各履行義務の独立販売価格に比例して配分した取引価格を、それぞれの履行義務の充足に応じて収
益として認識しています。
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　売上高は、顧客への約束した財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額で測
定しています。なお、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引については、進捗度を合理的に測定できる場
合にのみ、期末日における見積総原価に対する累積実際発生原価の割合に基づくインプット法を使用して、売上
高を測定しており、当初の売上高の見積り、完成までの進捗状況に変化が生じる可能性がある場合、見積りの見
直しを行っています。
　当社は、主に消費者向け販売店に対して支払う価格下落の補償や販売リベートを売上高から控除しています。
　当社は、当社が取引の当事者であるか、代理人であるかを、契約ごとに判断しています。当社が取引の当事者
であると判断した場合には、当該取引に関する売上高を総額で表示し、代理人であると判断した場合には、当該
取引に関する売上高を純額で表示しています。

（9）リース
　当社は、原則として全てのリースについて、リース期間にわたり原資産を使用する権利である使用権資産とリ
ースの支払義務であるリース負債をそれぞれ認識しています。リース期間については、リースの解約不能期間に
加えて、行使することが合理的に確実である場合におけるリースの延長オプションの対象期間と、行使しないこ
とが合理的に確実である場合におけるリースの解約オプションの対象期間を含む期間として決定しています。
　使用権資産は、リース負債の当初測定額に前払リース料等を調整した金額で測定し、リース期間にわたって定
額法で償却しています。また、リース負債は、リース開始日時点での未決済のリース料総額を貸手の計算利子率
もしくは借手の追加借入利子率を用いて割り引いた金額で測定し、償却原価法に基づいて事後測定しています。
リース負債に係る利息は利息費用として計上しています。なお、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び原資
産が少額であるリースについては、使用権資産とリース負債を認識せず、発生時に費用処理しています。

（10）株式報酬
　当社は、当社取締役（社外取締役を除く）及び当社執行役員等に対するインセンティブ制度として、譲渡制限
付株式報酬制度を導入しています。譲渡制限付株式報酬制度における報酬は、付与日において、付与した当社普
通株式の公正価値を参照して測定し、付与日から権利が確定するまでの期間にわたり費用として認識し、同額を
資本の増加として認識しています。

（11）売却目的で保有する非流動資産又は処分グループ
　非流動資産又は処分グループの帳簿価額が、継続的使用ではなく、主として売却取引によって回収が見込まれ
る場合に、売却目的保有に分類しています。なお、１年以内に売却の可能性が非常に高く、かつ、当該資産又は
処分グループが現在の状態で直ちに売却可能である場合にのみ、上記要件に該当するものとしています。売却目
的保有に分類した非流動資産又は処分グループについては、帳簿価額又は売却費用控除後の公正価値のいずれか
低い金額で測定し、減価償却又は償却は行っていません。
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営業債権 1,156,185百万円
契約資産 180,227百万円

2．営業債権及び契約資産並びにその他の金融資産から直接控除した貸倒引当金 13,819百万円

土地 212,553百万円
建物及び構築物 1,362,783百万円
機械装置及び備品 3,059,307百万円
建設仮勘定 132,580百万円
減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,594,847百万円

（12）超インフレ経済下における財務報告
　当連結会計年度の期首時点において、トルコ共和国の物価指数が３年間累積インフレ率100％超となったこと
を示したため、当社は、トルコ・リラを機能通貨とする子会社について、超インフレ経済下で事業活動を行って
いると判断しました。このため、IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」に従い、当連結会計年度の
期首より、当該子会社の財務諸表について、会計上の調整を加えています。
　IAS第29号に従い前連結会計年度末までの累積的な影響を反映した結果、当連結会計年度の期首の利益剰余金
が3,260百万円減少し、その他の資本の構成要素が15,883百万円増加しています。

４．会計上の見積り
　会計上の見積りにより当連結会計年度に計上した項目のうち、翌連結会計年度において重要な影響を及ぼす可能
性があるものは、以下のとおりです。なお、「3．重要な会計方針」に記載のある見積りの内容については、該当
箇所を参照ください。

・繰延税金資産の回収可能性（その他の非流動資産に含まれる繰延税金資産 249,964百万円）
・非金融資産の減損（有形固定資産 1,172,376百万円、使用権資産 238,833百万円、のれん及び無形資産 

1,796,236百万円）
・確定給付制度債務（その他の非流動負債に含まれる退職給付に係る負債 53,580百万円）

　繰延税金資産は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期や見込額等により回収可能性を評価しています。
事業計画には市場動向等に関する仮定が含まれており、将来の不確実な経済条件の変動などにより、これらの仮定
に変化が生じた場合、繰延税金資産の回収可能性に影響を及ぼす可能性があります。
　非金融資産の減損テストにおける回収可能価額は、将来の不確実な経済条件の変動などにより、事業計画、割引
率及び成長率等の見積りの前提に変化が生じた場合、重要な影響を受ける可能性があります。
　確定給付制度債務は、市場金利の変動に応じた割引率の変化により、退職給付に係る負債の計上額が重要な影響
を受ける可能性があります。

【連結財政状態計算書に関する注記】
1．営業債権及び契約資産の内訳

3．有形固定資産の内訳
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その他の非流動資産に含まれる繰延税金資産 249,964百万円
その他の非流動負債に含まれる繰延税金負債 70,678百万円

その他の流動負債に含まれる未払法人所得税 57,139百万円

154,792百万円

その他の流動負債及びその他の非流動負債に含まれる契約負債の総額 204,931百万円

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 37,428百万円
在外営業活動体の換算差額 431,992百万円
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動 △5,656百万円

9．売掛債権流動化に伴う遡及義務等 3,637百万円

普通株式 2,454,056,597株

普通株式 119,943,749株

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2022年5月11日
取締役会 普通株式 35,008 15.0 2022年3月31日 2022年6月2日

2022年10月31日
取締役会 普通株式 35,011 15.0 2022年9月30日 2022年11月30日

4．繰延税金資産及び繰延税金負債

5．未払法人所得税

6．引当金
その他の流動負債及びその他の非流動負債に含まれる製品保証引当金、構造改革費用引当金等の引当金の総額

7．契約負債

8．その他の資本の構成要素の内訳

【連結持分変動計算書に関する注記】

1．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

2．当連結会計年度末における自己株式の種類及び株式数

3．配当に関する事項
（1）配当金支払額
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決議予定 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2023年5月10日
取締役会 普通株式 35,012 15.0 2023年3月31日 2023年6月2日

普通株式 617,400株

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

4．新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数

当年度の期末配当について、2023年5月10日の取締役会において、15円と決議しています。
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【収益認識に関する注記】
1．収益の分解

　当社は、顧客との契約から生じる収益を、その性質を適切に反映する製品別及び地域別（顧客の所在地別）に分
解しています。

　製品別の内容は以下のとおりです。
　くらし事業の製品は、「くらしアプライアンス」「空質空調」「コールドチェーンソリューション」「エレクト
リックワークス」「その他」に区分しています。「くらしアプライアンス」には、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、
洗濯機、掃除機、美・理容器具等が含まれています。「空質空調」には、家庭用空調機器、業務用空調機器、ヒー
トポンプ温水機器、換気・送風機器、空気清浄機等が含まれています。「コールドチェーンソリューション」に
は、ショーケース、業務用冷蔵庫等が含まれています。「エレクトリックワークス」には、照明器具、ランプ、配
線器具、太陽光発電システム、燃料電池等が含まれています。「その他」には、コンプレッサー、自転車、介護関
連等が含まれています。
　オートモーティブの製品は、「車載コックピットシステム」「車載エレクトロニクス」「その他」に区分してい
ます。「車載コックピットシステム」には、車載インフォテインメントシステム、「車載エレクトロニクス」に
は、ヘッドアップディスプレイ、車載スピーカーシステム、車載スイッチ、先進運転支援システム(ＡＤＡＳ)、自
動車用ミラー等が含まれています。「その他」には、他社買入商品が含まれています。
　コネクトの製品は、「ハードウェアソリューション」「ＳＣＭソリューション」に区分しています。「ハードウ
ェアソリューション」はコア事業の製品であり、航空機内エンターテインメントシステム・通信サービス、電子部
品実装システム、溶接機、プロジェクター、業務用カメラシステム、パソコン・タブレット等が含まれています。
「ＳＣＭソリューション」は成長事業の製品であり、現場ソリューションカンパニーのソリューション事業、ＳＣ
Ｍソフトウェア等が含まれています。
　インダストリーの製品は、「制御機器」「ＦＡソリューション」「電子デバイス」「電子材料」「その他」に区
分しています。「制御機器」には、リレー・電源等が含まれています。「ＦＡソリューション」には、産業用モー
ター、ＦＡデバイス等が含まれています。「電子デバイス」には、コンデンサ等が含まれています。「電子材料」
には、多層材料、半導体デバイス材料等が含まれています。「その他」には、液晶パネル等が含まれています。
　エナジーの製品は、「車載」「産業・民生」に区分しています。「車載」には車載用円筒形リチウムイオン電
池、「産業・民生」には一次電池（乾電池、マイクロ電池）、小型二次電池（単品セルとそのシステム商品）等が
含まれています。
　その他は、エンターテインメント＆コミュニケーション、ハウジング及び原材料の販売等が含まれています。エ
ンターテインメント＆コミュニケーションには、テレビ、デジタルカメラ、ビデオ機器、オーディオ機器、固定電
話等、ハウジングには、水まわり設備、内装建材、外装建材等が含まれています。
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（単位:百万円）

報告セグメント 製品別 売上高 地域別 売上高

くらし事業

くらしアプライアンス 943,045 日本 1,496,900
空質空調 680,996 米州 360,423
コールドチェーンソリューション 336,532 欧州 223,296
エレクトリックワークス 651,582 アジア・中国他 991,559
その他 460,023

小計　(注) 1 3,072,178 小計　(注) 1 3,072,178

オートモーティブ

車載コックピットシステム 497,712 日本 395,708
車載エレクトロニクス 519,369 米州 323,084
その他 142,221 欧州 244,389

アジア・中国他 196,121
小計　(注) 1 1,159,302 小計　(注) 1 1,159,302

コネクト

ハードウェアソリューション 747,296 日本 294,987
ＳＣＭソリューション 337,527 米州 424,518

欧州 152,773
アジア・中国他 212,545

小計　(注) 1 1,084,823 小計　(注) 1 1,084,823

インダストリー

制御機器 317,912 日本 262,690
ＦＡソリューション 81,080 米州 82,949
電子デバイス 365,664 欧州 172,178
電子材料 141,171 アジア・中国他 484,578
その他 96,568

小計　(注) 1 1,002,395 小計　(注) 1 1,002,395

エナジー

車載 639,745 日本 84,464
産業・民生 345,909 米州 732,515

欧州 27,358
アジア・中国他 141,317

小計　(注) 1 985,654 小計　(注) 1 985,654
その他　(注) 2 1,074,590 その他 1,074,590

合計 8,378,942 合計 8,378,942

　これらの分解した収益は次のとおりです。

(注) 1. 収益の分解の「小計」には、セグメント間の取引等は含まれておらず、「事業報告」の各報告セグメント
の売上高とは一致しません。

(注) 2. 「その他」には、エンターテインメント＆コミュニケーションの製品売上高334,659百万円及び
            ハウジングの製品売上高394,158百万円が含まれています。
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（単位：百万円）

帳簿価額 公正価値

長期負債
（一年以内返済長期負債を含む） 1,204,848 1,154,855

2．収益を理解するための基礎となる情報
　連結計算書類の作成のための基本となる事項に関する注記の「3．重要な会計方針（8）収益」に記載のとおり
です。

【金融商品に関する注記】

1．金融商品の状況に関する事項
　当社及び連結子会社は、事業活動を遂行する過程において、様々な財務上のリスク（信用リスク、流動性リス
ク、市場リスク）に晒されており、これらのリスクを回避又は低減するために、一定の方針に基づきリスク管理を
行っています。
　当社及び連結子会社は、デリバティブを実需取引のリスク緩和を目的とした取引に限定しており、投機的なデリ
バティブを保有又は発行していません。

2．金融商品の公正価値等に関する事項
　当連結会計年度末における金融商品の帳簿価額及び公正価値は以下のとおりです。なお、連結財政状態計算書に
おいて、公正価値で測定する金融商品及び公正価値と帳簿価額が近似している金融商品は、以下の表には含めてい
ません。

　長期負債の公正価値は、市場価格又は将来のキャッシュ･フローを連結会計年度末における適切な割引金利を使
用して計算した現在価値に基づいて算定しています。

3．金融商品の公正価値の内訳等に関する事項
　公正価値の測定のために使われるインプット情報における外部からの観察可能性に応じて、公正価値のヒエラル
キーを以下の３つのレベルに区分しており、ヒエラルキーのレベルは、公正価値の測定の重要なインプットのう
ち、最も低いレベルにより決定しています。

・レベル１：活発な市場における公表価格により測定された公正価値
・レベル２：レベル１以外の、観察可能なインプットを直接又は間接的に使用して算定された公正価値
・レベル３：観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算出された公正価値
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（単位：百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
金融資産：
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

デリバティブ資産
為替予約 － 7,304 － 7,304
通貨金利スワップ － 30,905 － 30,905
商品先物 12,423 2,601 － 15,024

小計 12,423 40,810 － 53,233
その他の包括利益を通じて公正価値で測定
する金融資産

株式 72,087 － 109,090 181,177
その他 － 222 － 222

小計 72,087 222 109,090 181,399
合計 84,510 41,032 109,090 234,632

金融負債：
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

デリバティブ負債
為替予約 － 541 － 541
通貨金利スワップ － 1,662 － 1,662
商品先物 5,962 11,416 － 17,378

合計 5,962 13,619 － 19,581

1株当たり親会社の所有者に帰属する持分 1,550円23銭
基本的1株当たり親会社の所有者に帰属する当期純利益
希薄化後1株当たり親会社の所有者に帰属する当期純利益

113円75銭
113円72銭

　公正価値で測定される金融商品の内訳は次のとおりです。

【1株当たり情報に関する注記】
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貸借対照表（2023年3月31日 現在） (単位：百万円)

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

資　産　の　部 負　債　の　部
流動資産

現金及び預金
未収入金
関係会社短期貸付金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産
特許権
ソフトウエア
施設利用権

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
出資金
関係会社出資金
投資損失引当金
関係会社長期貸付金
前払年金費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金　

446,476
7,374

66,215
387,536

8,113
△22,762

3,512,101
(187,165)

53,188
1,379
1,856

18
4,459

125,557
357
351

(758)
15

474
269

(3,324,178)
79,532

799,948
1,344

1,595,503
△740

739,044
19,666
88,825

1,797
△741　

流動負債 1,291,389
関係会社短期借入金 161,398
１年内償還予定の社債 150,000
リース債務 101
未払金 5,890
未払費用 60,422
未払法人税等 4,451
前受金 11,636
預り金 882,637
賞与引当金 2,497
関係会社事業損失引当金 7,596
その他 4,761

固定負債 1,076,090
社債 1,012,195
リース債務 292
長期預り金 2,105
その他 61,498

負債合計 2,367,479
純 資 産 の 部

株主資本 1,557,118
資本金 259,274
資本剰余金 558,686

資本準備金 533
その他資本剰余金 558,153

利益剰余金 948,576
利益準備金 54,950
その他利益剰余金 893,626

繰越利益剰余金 893,626
自己株式 △209,418

評価・換算差額等 33,282
その他有価証券評価差額金 33,362
繰延ヘッジ損益 △80

新株予約権 698
純資産合計 1,591,098

資産合計 3,958,577 負債純資産合計 3,958,577
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損益計算書

損益計算書（2022年4月1日から2023年3月31日まで） (単位：百万円)

科　　　目 金　　　額

営業収益 247,468
(グループ経営運営収入) (127,628)
(関係会社受取配当金) (68,192)
(その他) (51,648)
営業費用 129,620
営業利益 117,848
営業外収益 16,755
(受取利息及び受取配当金) (6,732)
(その他) (10,023)
営業外費用 24,943
(支払利息) (7,782)
(その他) (17,161)
経常利益 109,660
特別利益 10,819
(投資有価証券売却益) (7,985)
(関係会社株式売却益) (2,834)
特別損失 35,122
(関係会社貸倒引当金繰入額) (22,366)
(関係会社事業損失引当金繰入額) (7,596)
(関係会社株式評価損) (5,160)
税引前当期純利益 85,357
法人税、住民税及び事業税 19,353
法人税等調整額 △606
当期純利益 66,610
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2022年4月1日から2023年3月31日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金
期首残高 259,168 428 558,205 558,633 47,948 904,037 951,985 △209,492 1,560,294
当期変動額
新株の発行 106 105 105 211
利益準備金の積立 7,002 △7,002 － －
剰余金の配当 △70,019 △70,019 △70,019
当期純利益 66,610 66,610 66,610
自己株式の取得 △53 △53
自己株式の処分 △52 △52 127 75
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 106 105 △52 53 7,002 △10,411 △3,409 74 △3,176
期末残高 259,274 533 558,153 558,686 54,950 893,626 948,576 △209,418 1,557,118

評価・換算差額等
新株
予約権

純資産
合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

期首残高 22,151 2,136 24,287 772 1,585,353
当期変動額
新株の発行 211
利益準備金の積立 －
剰余金の配当 △70,019
当期純利益 66,610
自己株式の取得 △53
自己株式の処分 75
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 11,211 △2,216 8,995 △74 8,921

当期変動額合計 11,211 △2,216 8,995 △74 5,745
期末残高 33,362 △80 33,282 698 1,591,098
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個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
1．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 ……………移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの ……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

市場価格のない株式等 …………………移動平均法による原価法
（2）デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ ………………………………時価法
2．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く） ……定額法
（2）無形固定資産 ………………………………定額法
（3）リース資産

(所有権移転外ファイナンス・リース) …リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

（2）投資損失引当金
　国内・海外の関係会社等に対する投資に係る損失に備えるため、財政状態等を勘案して、会社所定の基準によ
り損失見込額を計上しています。

（3）賞与引当金
　従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しています。

（4）関係会社事業損失引当金
　関係会社に対する将来の損失に備えるため、損失見積り額を計上しています。

（5）退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上し
ています。なお、当事業年度末では、年金資産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤
務費用を加減した額を超えているため、当該超過額を前払年金費用に計上しています。退職給付債務の算定にあ
たり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっています。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理しています。数理計算
上の差異は、その発生時の対象者の平均残余支給期間による定額法により翌期から費用処理しています。
　ただし、パナソニックグループ確定給付企業年金における過去の積立分の一部の確定拠出年金制度移行時点ま
でに発生した数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により翌期から費用処
理しています。
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4．収益及び費用の計上基準
　当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び「収益認識に関する
会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）を適用し、顧客との契約について、
下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。
ステップ１：顧客との契約の識別
ステップ２：履行義務の識別
ステップ３：取引価格の算定
ステップ４：取引価格の履行義務への配分
ステップ５：履行義務の充足による収益の認識
　当社は、持株会社として、子会社の経営管理を行うことを、主たる業務としています。経営管理業務について
は、子会社が自主責任経営を推進するために必要とする包括的かつ継続的な役務を提供することが履行義務であ
ります。当該履行義務は、時の経過につれて充足されるため、契約期間に対応して収益を計上しています。ま
た、取引価格は契約に基づき決定しています。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）ヘッジ会計の方法

　為替予約については、金融商品に関する会計基準における繰延ヘッジ会計を採用しています。
なお、金利通貨スワップについて、一体処理（振当処理、特例処理）の要件を満たしている場合には、一体処理
を採用しています。

（2）グループ通算制度の適用
　グループ通算制度を適用しています。
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1．有形固定資産の減価償却累計額 200,919百万円
2．保証債務

関係会社の支払債務に対する債務保証
　パナソニック オペレーショナルエクセレンス㈱ 9,310百万円
　その他 3,100百万円
　　計 12,410百万円

短期金銭債権 438,810百万円
長期金銭債権 739,045百万円
短期金銭債務 1,072,715百万円
長期金銭債務 22百万円

営業収益 218,358百万円
営業費用 63,168百万円
営業取引以外の取引高 24,355百万円

普通株式 119,943,749株

【貸借対照表に関する注記】

3．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

【損益計算書に関する注記】
1．関係会社との取引高

2．関係会社株式売却益の主な内容
　国内関係会社の株式売却益です。

3．投資有価証券売却益の主な内容
　その他有価証券の売却益です。

4．関係会社貸倒引当金繰入額の主な内容
　関係会社に対する債権の回収不能見込額です。

5．関係会社事業損失引当金繰入額の主な内容
　関係会社に対する将来の損失見積り額です。

6．関係会社株式評価損の主な内容
　実質価額が著しく低下し、かつ回復可能性が認められない関係会社株式の帳簿価額を、減額したことによる損失
です。

【株主資本等変動計算書に関する注記】
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
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（単位：百万円）
繰延税金資産

未払費用 1,275
賞与引当金 764
減価償却 5,308
貸倒引当金 7,192
投資損失引当金 226
関係会社株式 126,048
関係会社事業損失引当金 2,324
繰越外国税額控除 3,806
税務上の繰越欠損金 4,515
その他 28,782

繰延税金資産小計 180,240
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △3,973
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △59,113

評価性引当額小計 △63,086
繰延税金資産合計 117,154

繰延税金負債
前払年金費用 △6,018
その他有価証券評価差額金 △14,671
その他 △7,640

繰延税金負債合計 △28,329
繰延税金資産の純額 88,825

【税効果会計に関する注記】
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しています。これに伴い、法人税及び地方

法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」）に従っています。

また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響
はないものとみなしています。
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（単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
パナソニック グローバ
ルトレジャリーセンタ
ー㈲

※ 100.0% 当社関係会社と
の資金預貸

受取利息
(注1) 2,755 関係会社長期

貸付金(注1) 737,084

子会社
パナソニック オペレー
ショナルエクセレンス
㈱

100.0%
当社グループ業
務の受託
役員の兼任等

業務委託費
(注2) 46,793 未払費用

(注2) 7,596

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）利息は市場金利を勘案して双方合意の上で決定し、返済期間は10年、その後の期間は自動更新する条件とし

ています。
（注2）当該業務に係る人件費等必要経費を勘案し、双方合意の上で決定しています。

1株当たり純資産 681円37銭
1株当たり当期純利益 28円54銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 28円53銭

【関連当事者との取引に関する注記】

（注）※印は間接所有を含む比率です。

【1株当たり情報に関する注記】

【連結配当規制適用会社に関する注記】
　当社は連結配当規制の適用会社です。

【収益認識に関する注記】
　重要な会計方針に係る事項に関する注記の「４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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分離先企業の名称 分離する事業の内容
パナソニック㈱
（2022年４月１日付で「パナソニック分割準備㈱」よ
り商号変更）

ホームアプライアンス事業、中国・北東アジア事業、
空調空質事業、食品流通事業、電気設備事業

パナソニック オートモーティブシステムズ㈱ オートモーティブ事業
パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーシ
ョン㈱ スマートライフネットワーク（ＡＶＣ）事業

パナソニック ハウジングソリューションズ㈱ ハウジング事業
パナソニック コネクト㈱
（2022年４月１日付で「パナソニック システムソリ
ューションズ ジャパン㈱」より商号変更）

コネクティッドソリューションズ事業

パナソニック インダストリー㈱ デバイス事業
パナソニック エナジー㈱ エナジー事業
パナソニック オペレーショナルエクセレンス㈱ プロフェッショナルビジネスサポート事業
パナソニック スポーツ㈱ スポーツマネジメント事業

【その他の注記】
1．記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しています。
2．事業分離に関する注記

当社は、2022年４月１日付で、当社の各事業を吸収分割により、当社の完全子会社であるパナソニック㈱
（2022年４月１日付で「パナソニック分割準備㈱」より商号変更）、パナソニック オートモーティブシステムズ
㈱、パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション㈱、パナソニック ハウジングソリューションズ
㈱、パナソニック コネクト㈱（2022年４月１日付で「パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱」よ
り商号変更）、パナソニック インダストリー㈱、パナソニック エナジー㈱、パナソニック オペレーショナルエク
セレンス㈱、パナソニック スポーツ㈱の各事業会社へ承継し、当社は持株会社制へ移行しました。

その目的は、分社化された各事業会社が、外部環境の変化に応じた迅速な意思決定や、事業特性に応じた柔軟な
制度設計などを通じて、事業競争力の大幅な強化に取り組むことであり、一方、当社は持株会社「パナソニック 
ホールディングス㈱」として、パナソニックグループの経営戦略策定、ガバナンス、技術・新規事業開発投資など
を行うことを通じて、各事業会社の事業成長の支援と、グループ全体最適の視点からの成長領域の確立に特化し、
グループとしての企業価値向上に努めます。

各事業会社へ承継した事業は、以下のとおりです。

　本吸収分割は共通支配下の取引等として処理しています。

なお、承継させた資産、負債の額は以下のとおりです。
資産　2,130,899百万円
負債　1,654,409百万円
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3．追加情報
　当社は、2022年４月１日付で持株会社制へ移行し、子会社の経営管理を行うことを、主たる業務としていま
す。これに伴い、損益計算書に関して、前事業年度までは売上高、売上原価、販売費及び一般管理費として区分し
ていましたが、当事業年度からは営業収益、営業費用として区分し、さらに、営業収益については、グループ経営
運営収入、関係会社受取配当金を独立掲記しています。
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会計監査人の監査報告書

有限責任 あずさ監査法人
　大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 近藤　　敬
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 廣田　昌己
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中川　雅人

独立監査人の監査報告書
2023年５月９日

パナソニック ホールディングス株式会社
　取締役会　御中

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、パナソニック ホールディングス株式会社の
2022年４月１日から2023年３月31日までの第116期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告書（2022年4月1日から2023年3月31日まで）

会計監査人の監査報告書　謄本
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。

－ 48 －



2023/05/17 15:18:24 / 22950019_パナソニック ホールディングス株式会社_招集通知

会計監査人の監査報告書

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 49 －


	電子提供措置事項のうち法令および定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項
	事業報告
	当社グループ(企業集団)の現況に関する事項
	財産および損益の状況の推移
	① 当社グループ
	② 当社

	従業員の状況

	当社の株式に関する事項
	新株予約権等の状況
	当社の取締役および監査役等に関する事項
	(1) 責任限定契約の内容の概要
	(2) 補償契約に関する事項
	(3) 役員等賠償責任保険契約に関する事項
	(4) 社外役員に関する事項

	当社の会計監査人の状況
	当社の体制および方針
	(1) 当社のコーポレート・ガバナンス
	(2) 業務の適正を確保するための体制
	(3) 株式会社の支配に関する基本方針
	(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針


	計算書類等
	連結持分変動計算書
	連結注記表
	貸借対照表
	損益計算書
	株主資本等変動計算書
	個別注記表

	監査報告書
	会計監査人の監査報告書　謄本


